
島 根 県 報

� �

河川法を準用する規則を廃止する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������

河川法を準用する規則を廃止する規則

河川法を準用する規則（昭和��年島根県規則第��号）は、廃止する。

	 �

この規則は、公布の日から施行する。


 �
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特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第	項（同法第
�条第�項及び第��条第�項において準用する場

合を含む。）の縦覧を行う場所を次のように定め、平成��年月�日から施行する。

特定非営利活動促進法の規定に基づく縦覧場所の指定（平成��年島根県告示第
��号）は、廃止する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

河川法を準用する規則を廃止する規則 （河 川 課） �


 �

特定非営利活動促進法の規定に基づく縦覧場所の指定 （環境生活総務課） �

島根県母子福祉協力員設置要綱の廃止 （青少年家庭課） 


河川法を準用する河川の区域の廃止 （河 川 課） 


一定の複数建築物に対する制限の特例に係る対象区域 （建 築 住 宅 課） 
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平成��年�月��日 (金)

�� � ���
(毎週火・金曜日発行)
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◇����� !"���#$!"��（規則第��号）

� 規則の概要

河川法を準用する規則は、廃止することとした。

	 施行期日

公布の日から施行することとした。
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平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)

島 根 県 報

県政情報センター

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は県民センター（県民センターに置かれる事務所の管轄区

域に係るものにあっては、当該事務所）

��������	


島根県母子福祉協力員設置要綱（昭和��年島根県告示第�

号）は廃止し、平成��年�月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


河川法を準用する河川の区域（昭和��年島根県告示第�
号）は廃止し、平成��年�月��日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


建築基準法（昭和�年法律第�	�号）第��条第�項の規定により、次のとおり一定の複数建築物に対する制限の特例に

係る認定をしたので、同条第�項の規定により告示する。

その関係図書は益田土木建築事務所及び益田市役所に備えて一般の縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 対象区域

益田市久城町���－�、���－�、���－��、���－�、���－��、���－��、���－��、���－�	

� 認定の年月日及び番号

平成��年�月�
日 第�号

号外第
号 平成��年�月��日(�)


